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会 議 録 

１ 会議名 

令和７年度 第６回三郷区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 〇自主的な審議（公開） 

  ・三郷小学校閉校後の諸課題について 

  ・三郷区の人や自然など美しい風景の魅力発信について 

３ 開催日時 

令和７年１０月２３日（木） 午後６時３０分から午後８時まで 

４ 開催場所 

三郷地区公民館 集会室 

５ 傍聴人の数 

 １人 

６ 非公開の理由 

 ― 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）の氏名 

・委 員：保坂会長、片山副会長、小山副会長 

稲葉（里）委員、稲葉（恵）委員、上原委員、梅川委員、小竹委員、 

竹内委員、竹田委員、和田委員、渡部委員 

・各種団体：三郷まちづくり振興会、三郷地区町内会長協議会、民生・児童委員、 

上越市防災士三郷支部、三郷農政対策協議会、三郷小学校区防犯組合、 

三郷小学校ＰＴＡ、三郷小学校青少年健全育成協議会、 

三郷地区子供会、三郷地区交通安全協会、 

三郷地区食生活改善推進委員会、三郷体育振興会、 

上越市消防三郷分団、ＥＮＪＯＹ３５、 

三郷地区の歴史・史跡を研究する会   （各種団体代表者１名） 

・事務局：南部まちづくりセンター 大島所長、小池副所長、石黒係長 

８ 発言の内容 
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【小池副所長】 

・ １２人の出席があり、上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規

定により、委員の半数以上の出席を確認、会議の成立を報告 

・ 同条例第８条第１項の規定により、議長は保坂会長が務めることを報告 

【保坂会長】 

 ・会議の開会を宣言 

 ・会議録の確認：梅川委員、小竹委員に依頼 

 

― 次第２ 自主的な審議 三郷小学校閉校後の諸課題について ― 

 

【保坂会長】 

次第２ 自主的な審議 三郷小学校閉校後の諸課題についてに入る。 

本日は、地域のことをよくご存じの三郷区内の各種団体の代表者に出席いただい

て意見交換を行い、今後の地域協議会の取組の参考にさせていただきたいと思って

いる。意見交換の流れについて事務局より説明を求める。 

【小池副所長】 

 ・三郷区地域協議会の取組について、参考資料により説明 

  本日の意見交換の内容をそのまま市に伝えるのではなく、三郷区地域協議会の今

後の活動の参考にさせていただきたいと考えている。 

  本日は、人数が多いのでＡとＢの２班に分かれて自己紹介の後、意見交換会を行

っていただきたい。 

【保坂会長】 

  今ほどの説明に対し、質疑を求めるがなし。 

  補足説明として、資料１の２番の指定避難所としての機能が維持できるか不安に

ついては、明日、各町内会長へ担当課から小学校の閉校記念実行委員会の前に説明

があるということで連絡はしてある。電気も通年止めないし、体育館に直結の水道

管があるので飲み水も大丈夫と聞いている。 

  ４番のグラウンドの管理について、年２回しかやってもらえないということで、



 

3 

年２回の時期はどうしたらよいか教育総務課の方と今後話し合いをしていくとい

う方向で進んでいる。小学校の用務員さんから冬囲いをするのは入り口の左にある

ツゲだけだが、桜の落ち葉が側溝に詰まってしまうのでその辺の配慮をしないとい

けない、校舎の周りの部分もあるのでグラウンドの除草と落ち葉の管理も含めてや

っていかないと困るという意見をいただいた。 

  子どもたちの関係については、ＰＴＡや後援会で話を進めているので、私たちと

しては地域の部分をどのようにやっていけばよいかということも話に出していた

だければと思う。 

公民館と校舎の関係も明日またお話をさせていただくが、公民館については新築

とか建て替えの問題があり社会教育課で方針が出たということで、今月の１４日に

話し合いがあった。校舎の１階を公民館に改築しそこに公民館機能を持たせる。今、

諏訪小学校の１階を公民館に改築しているのでそれが終わった段階を含めてとい

うことなのでまだ先の話になる。今まで三郷のプロジェクトチームの人たちで挙げ

た話を元にしながら、今後また話し合いが進められていくのではないかと思ってい

る。 

 

  （席を移動し、班別に意見交換）  

  （意見交換終了後、全体会） 

 

【保坂会長】   

それでは、班ごとにどのような意見が出されたか発表していただく。 

【片山副会長】 

Ａ班では、三郷小学校の子ども会の関係で、小学校が閉校になっても三郷地区の

子ども会として今後も活動を進めることで、地域行事への参加等を行い、子どもた

ちを地域で育てていきたい、子ども会としての地域の活動を残していきたいという

話があった。 

また、三郷小学校のグラウンドの使用について、民間への売却の検討という話が

出ているが、グラウンドが使えなくなるようなことがあったら他の関係についても
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支障が出るのではないか。今後の校舎の活用について、公民館の活用等のお話もい

ただいたが、グラウンドについても、この地区で使えるよう地区がグラウンドを必

要としている、あらゆる場面で行事等でも必要としているということを、今後も地

域がまとまって市に要望をしっかりと出していくことを進めていきたい。 

また、施設管理の中でも特にグラウンドの整備等は非常に時間がかかるので、整

備、施設の管理について地域が一体となってボランティア活動で積極的に取組んで

管理を進める必要があるという意見が出た。 

【小山副会長】 

Ｂ班もＡ班とほぼ同じような内容で、グラウンドの管理で草刈りが年２回では足

りないのではないかという意見や、草刈りをボランティアばかりに任せても成り立

っていかないのではないかとか、予算の問題も出た。 

三郷小学校を公民館として利用するのであれば、公民館の機能が活かせるように、

１階を利用できるようにしてほしいという意見や、諸団体が入る場合、利用しやす

い部屋の割り当てを考えてもらいたい。団体が入るとなると予算の関係等いろいろ

な問題が出てくると思う。それはゆくゆく考えていかなければいけない問題ではな

いかといった意見が出た。 

小学校のグラウンドの件に関しては、売却された場合どうなるのか。三郷区の避

難場所になっているので、徒歩ばかりで来られないと思うので、グラウンドを駐車

場にしなければいけなくなるであろうという意見や、車中泊をする人もいるだろう

から駐車場として広い場所が必要なのではないかという意見が出た。 

今の子どもたちが、将来困らないようにしていってもらいたいという意見もあっ

た。 

【保坂会長】 

  今ほどの発表に対して、質疑を求める。 

【渡部委員】 

情報を持っている人は持っているが、その情報が一般に伝達されていないと感じ

る。意見はいろいろ出ていたので、みんな具体的に考えていることも心配事もある

ことは分かったが、それをどこに言ったらよいか分かっているのか。小学校に関連



 

5 

した諸課題について、私は、地域協議会の中で出た分はそこで意見を言っているが、

地域の中で過ごしている人たちも思うところはすごくあると思う。その意見を一体

どこに出したらよいのか。 

【保坂会長】 

大勢の人に聞けばたくさんの意見が集まると思うが、今回はとりあえず地域協議

会委員だけではなくて、いろいろな視点をお持ちの各種団体の代表の方からお集ま

りいただいた。皆さんのいろいろな意見を聞いたのは、地域のいろいろな方たちか

ら聞いたような意見もあったりする中での意見だと思う。１００パーセント吸い上

げられるかというと疑問な部分はあるが、皆さんの団体のほうでこんな意見があっ

たというので、南部まちづくりセンターや私たち委員のほうに帰って仲間に話した

らこんな意見があったと教えていただければ、私たちはそれを踏まえた上で話し合

いを進めていけるのではないかと思っている。 

【大島所長】 

地域協議会の場で三郷小学校閉校後の諸課題について審議することを決めたわ

けで、その一環で皆さんのご意見を聞こうということで、今日この場がある。そう

いう意味では、地域協議会で話し合っていることの窓口は、南部まちづくりセンタ

ーになるのでそのようにご理解いただきたい。 

【渡部委員】 

今話し合っている内容については、ここに言ってもらえばよいし、すぐに連絡が

取れない方も町内会長や各種団体の方に言っていただければ、話が通ってくると思

ってよいのか。 

【保坂会長】 

閉校後のことについては、子どもたちのことについてはＰＴＡや学校教育課など

いろいろなところで話し合っている。でも地域協議会委員としても、不安な部分が

たくさんあるので、再度私たちの立場で考えてみようということで、いろいろ意見

を出して一覧表を作った。それに対する各課の担当課からの回答について、南部ま

ちづくりセンターを通して見えてきた部分と３月議会の中では体育館やグラウン

ドは使用できないという話だったのが、何回かの確認作業の中で今までの回答と変
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わってきた部分もあるので、こういう話し合いをしていって市に確認をすることで

変わってくる部分があることから、とても大事な話し合いではないかと思っている。 

公民館についても、最初は公民館の建築基準が、三郷小学校は特別な作りになっ

ているので移転できないというような話だったが、そこを公民館の建築基準に合わ

せた形で改修するということに方針を変えてくれたおかげで、あそこに入ることが

できるようになって、どういう順番で何をするかはこれから話をしていくことにな

った。 

課題があって、こちらがどうしてほしいという要望を市に出して、そこで私たち

の思いをきちんと伝えて回答してもらう。公民館の問題も令和３年から足踏み状態

だったが、一歩踏み出せた状態が今の状態で、まだ長くはかかりそうだが先輩方々

の何とかしてほしいというのが少し具体的になったので、今後も意見をどんどん出

していくのが一番大事なことかと思っている。今後もよろしくお願いしたい。 

・他に質疑を求めるがなし 

  では、皆さんのご意見は、今後の審議の参考とさせていただく。 

 以上で、次第２ 自主的な審議 三郷小学校閉校後の諸課題についてを終了する。 

（各種団体 退室） 

 

― 次第２ 自主的な審議 三郷区の人や自然など美しい風景の魅力発信について ― 

 

【保坂会長】 

  次第２ 自主的な審議 三郷区の人や自然など美しい風景の魅力発信についてに

入る。 

「みてみて三郷！！」の写真の出展数は、今のところ何点か。 

【片山副会長】 

  ４０点である。 

【保坂会長】 

お忙しいこととは思うが、皆さんも今月中に１、２点出していただけるとありが

たい。家族からの出展でもよいのでお願いしたい。 
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 ・みてみて三郷！！写真展の当日の留意事項により説明 

会場図だが、入り口付近に机を二つ置いて、パネルを１４枚借りる予定である。

図は描いていないが一周するような感じで配置して、パネルのところに黒い大きな

大洋紙を貼ってそこに写真を貼る。片山副会長に写真を整理していただいているが、

分類の仕方は前日準備をされる方と一緒に相談しながらやっていきたいと思う。一

言コメントや撮影場所も片山副会長から作っていただくので写真の下に貼ってい

く。地域協議会委員用のアンケートも本当にシンプルなものである。 

日程表については、以前お配りしたがそれでよろしいか。変更がなければ、この

ままやらせていただきたいと思う。特別昼食時間をとっていないので適宜お願いし

たい。 

説明に対し、質疑を求める。 

【竹内委員】 

保坂会長の連絡先を知らないので、共有していただけないか。 

【保坂会長】 

承知した。 

【竹内委員】 

  車は、公民館の駐車場に駐車してよいのか。 

【保坂会長】 

はい。 

【稲葉（恵）委員】 

入口に案内看板を作る予定はないのか。 

【保坂会長】 

作る予定である。 

【小山副会長】 

のぼりとかあれば分かりやすい。入口に表示があれば、ちょっと寄ってこようか

なと思う人も中にはいるのではないか。 

【和田委員】 

当日式典があるので、チラシを置いたらどうか。 
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【竹田委員】 

式典のあとに文化祭もあるので、その流れで見に来たりもしやすいかなと思う。 

【保坂会長】 

ＰＲの方法を考えてみたいと思う。のぼりは白い布に墨で書くとか。 

【保坂会長】 

パネルを並べたときに、写真と黒い大洋紙のところ、台紙も貼るがちょっと寂し

いので秋の飾りで折り紙でもよいし、枝物でもなんでもよいから前準備のときにお

花とか花瓶とかお願いできないか。 

【稲葉（里）委員】 

式典のステージの花を一緒にやるので、それであまった花を使えないか。学校の

予算だからだめかもしれないが。 

【保坂会長】 

教頭先生に話してみたい。 

【保坂会長】 

他に意見を求める。 

【小竹委員】 

町内に回覧版を回したらどうか。 

【保坂会長】 

回覧板は回した。最初に全戸に配布し、私のほうで８月の募集が始まる前に町内

会長に回覧してもらうようにお願いした。閉校記念式典のときにチラシを作ったほ

うが有効かもしれない。 

 ・各委員の役割分担について確認 

  以上で次第２ 自主的な審議 三郷区の人や自然など美しい風景の魅力発信につ

いてを終了する。 

 

― 次第３ その他 ― 

 

【保坂会長】 
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  次第３ その他に入る。事務局より説明を求める。 

【小池副所長】 

 ・第６回地域協議会：１１月２７日（木） 午後６時３０分から 三郷地区公民館 

【保坂会長】 

  事務局の説明について、質問のある委員の発言を求める。 

【保坂会長】 

  本日の議題は全て終了した。 

 ・会議の閉会を宣言 

 

９ 問合せ先 

総合政策部 地域政策課 南部まちづくりセンター 

TEL ：０２５－５２２－８８３１（直通） 

E-mail：nanbu-machi@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせて御覧ください。 


